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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　超音波信号を被検体に照射することで得られたエコー信号から前記被検体の診断画像を
生成する超音波診断装置において、
　前記エコー信号から前記診断画像を生成するまでに必要な処理及び当該診断画像に基づ
く演算の処理の少なくとも一方を処理する処理手段と、
　前記少なくとも一方の処理を前記超音波診断装置の外部の処理手段に分散させて実行さ
せる分散実行手段と、
を備え、
　前記少なくとも一方の処理を実行するアプリケーションソフトウェアがインストールさ
れている場合には、前記超音波診断装置の前記処理手段は、前記少なくとも一方の処理を
実行し、
　前記少なくとも一方の処理を実行するアプリケーションソフトウェアがインストールさ
れていない場合には、前記分散実行手段は、前記外部の処理手段に前記少なくとも一方の
処理を分散させて実行させる、
ことを特徴とする超音波診断装置。
【請求項２】
　請求項１記載の超音波診断装置において、
　前記超音波診断装置に前記アプリケーションソフトウェアがインストールされているか
否かを判断する判断手段と、
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　入力操作に応じて前記アプリケーションソフトウェアの選択信号を生成する入力手段と
、をさらに備え、
　前記判断手段は、前記選択信号に基づいて前記アプリケーションソフトウェアがインス
トールされているか否かを判断する、
ことを特徴とする超音波診断装置。
【請求項３】
　請求項１記載の超音波診断装置において、前記処理手段によって処理される前記少なく
とも一方の処理は前記エコー信号から前記診断画像を生成するまでに必要な処理であり、
前記分散実行手段は、前記処理に供する前記エコー信号由来のデータを前記外部の処理手
段に転送する転送手段を備えたことを特徴とする超音波診断装置。
【請求項４】
　請求項３記載の超音波診断装置において、前記エコー信号由来のデータは前記診断画像
を生成する前の段階のデータであって、このエコー信号に基づくＲＦ（高周波）データ又
は検波後の実数部及び虚数部から成る複素数データであることを特徴とする超音波診断装
置。
【請求項５】
　請求項３記載の超音波診断装置において、前記エコー信号由来のデータは、表示される
輝度階調よりも高いビット数の情報量を有する前記エコー信号に基づく輝度データである
ことを特徴とする超音波診断装置。
【請求項６】
　請求項３記載の超音波診断装置において、前記転送手段は、ネットワーク環境における
唯一の識別情報を前記データに添付して転送する手段であることを特徴とした超音波診断
装置。
【請求項７】
　請求項１記載の超音波診断装置において、前記処理に必要なアプリケーションソフトウ
ェア及びこの処理に供する前記エコー信号由来のデータを装置外部から前記内部の信号処
理手段に取り込む手段を備えたことを特徴とする超音波診断装置。
【請求項８】
　超音波信号を被検体に照射することで得られたエコー信号から前記被検体の診断画像を
生成する超音波診断装置において、
　前記エコー信号をそのビデオ信号に生成するための１つ以上の処理器を含む信号生成手
段と、
　前記１つ以上の処理器における少なくとも１つの処理器の出力信号を、その後段の１つ
以上の処理器の機能を代替する装置外部の処理器に通信手段を介して送る出力手段と、
　この装置外部の処理器で処理されたデータを、通信手段を介して取り込む入力手段と、
　この入力手段により取り込まれたデータから前記診断画像を生成する画像生成手段と、
を備え、
　前記後段の１つ以上の処理器で行う処理を実行するアプリケーションソフトウェアがイ
ンストールされている場合には、前記出力手段は、前記出力信号を前記後段の１つ以上の
処理器に送り、
　前記後段の１つ以上の処理器で行う処理を実行するアプリケーションソフトウェアがイ
ンストールされていない場合には、前記出力手段は、前記出力信号を前記装置外部の処理
器に送り、
　前記画像生成手段は、前記入力手段により取り込まれたデータ、または前記後段の１つ
以上の処理器で処理されたデータから前記診断画像を生成する、
ことを特徴とする超音波診断装置。
【請求項９】
　超音波信号を被検体に照射することで得られたエコー信号から前記被検体の診断画像を
生成する複数の超音波診断装置と、この複数の超音波診断装置を通信可能に相互接続した
ネットワークとを備えた画像診断システムであって、
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　前記超音波診断装置の各々は、前記診断画像を生成する前段階にて処理した前記エコー
信号に関するデータ又は前記診断画像を用いて演算したデータの処理を実行するアプリケ
ーションソフトウェアが自装置にインストールされている場合には、その処理を自装置で
行い、前記アプリケーションソフトウェアが自装置にインストールされていない場合には
、前記アプリケーションソフトウェアがインストールされている別の超音波診断装置に前
記ネットワークを介して送信する、
ことを特徴とする画像診断システム。
【請求項１０】
　請求項９記載の画像診断システムにおいて、前記データは、前記エコー信号に基づくＲ
Ｆ（高周波）データ又は検波後の実数部及び虚数部から成る複素数データであることを特
徴とする画像診断システム。
【請求項１１】
　請求項９記載の画像診断システムにおいて、前記データは、表示される輝度階調よりも
高いビット数の情報量を有する前記エコー信号に基づく輝度データであることを特徴とす
る画像診断システム。
【請求項１２】
　請求項９記載の画像診断システムにおいて、前記ネットワークに接続された前記診断画
像に付随する情報を記憶したデータベースを備え、前記超音波診断装置は、前記データベ
ースから前記診断情報に関する付随情報を前記ネットワークを介して取り込み可能な取込
手段を有したことを特徴とする画像診断システム。
【請求項１３】
　被検体の診断画像を生成する診断装置と、前記診断画像に関する処理を実行可能な処理
装置とをネットワークを介して相互に通信可能に接続した画像診断システムであって、
　前記診断装置は、前記診断画像に関する処理を実行するアプリケーションソフトウェア
が自診断装置にインストールされている場合は自診断装置でその処理を実行する一方、前
記アプリケーションソフトウェアが自診断装置にインストールされていない場合にその処
理を前記処理装置に実行させるため、前記処理に関わる情報を前記診断装置及び前記処理
装置との間で前記ネットワークを介して相互に伝達可能な通信手段を備えたことを特徴と
する画像診断システム。
【請求項１４】
　請求項１３記載の画像診断システムにおいて、前記診断装置は、超音波信号を被検体に
照射することで得られたエコー信号から前記診断画像を生成する複数の超音波診断装置か
ら成ることを特徴とする画像診断システム。
【請求項１５】
　請求項１４記載の画像診断システムにおいて、前記通信手段は、前記エコー信号から前
記診断画像のビデオ信号を得るまでの途中におけるデータのその後の一部の処理を前記超
音波診断装置から前記処理装置に委託する委託手段と、この処理装置で処理されたデータ
を当該処理装置から前記超音波診断装置に返送させる返送手段とを備えたことを特徴とす
る画像診断システム。
【請求項１６】
　請求項１３記載の画像診断システムにおいて、前記通信手段は、前記診断画像を用いた
演算処理を前記超音波診断装置から前記処理装置に委託するか否かを判断する判断手段と
、この判断結果に応じて前記演算処理を前記超音波診断装置内の処理回路又は前記外部の
処理装置に実行させる実行手段とを備えたことを特徴とする画像診断システム。
【請求項１７】
　請求項１６記載の画像診断システムにおいて、前記演算処理が前記処理装置で実行され
たときには、この実行に拠る処理データを当該処理装置から前記超音波診断装置に返送さ
せる返送手段とを備えたことを特徴とする画像診断システム。
【請求項１８】
　請求項１７記載の画像診断システムにおいて、前記実行手段は、前記演算処理のアプリ
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ケーションソフトを、前記診断画像を取得する前後の何れかにおいて操作者に選択させる
手段を備えたことを特徴とする画像診断システム。
【請求項１９】
　請求項１６乃至１８の何れか一項に記載の画像診断システムにおいて、前記判断手段は
、前記演算処理に必要な演算量の大小、この演算処理に要する時間、この演算処理に使用
するアプリケーションソフトが前記超音波診断装置又は前記処理装置の何れにインストー
ルされているかの情報のうちの少なくとも１項目に基づいて、当該演算処理を前記超音波
診断装置内又は前記処理装置の何れで行なうか判断する手段であることを特徴とした画像
診断システム。
【請求項２０】
　請求項１４乃至１９の何れか一項に記載の画像診断システムにおいて、前記処理装置は
、前記演算処理の実行を担う専用コンピュータ及び前記演算処理を実行可能な汎用コンピ
ュータのうちの少なくとも一方から成ることを特徴とする画像診断システム。
【請求項２１】
　請求項１４乃至１９の何れか一項に記載の画像診断システムにおいて、前記超音波診断
装置及び前記外部の処理装置のそれぞれは、前記演算処理を担うアプリケーションソフト
をそのインストール場所に関わらず起動させるソフト起動手段を有したことを特徴とする
画像診断システム。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、被検体の診断画像を生成する途中に施す各種の処理や、その診断画像に基づき
計測処理や解析処理など各種の演算処理を行なう機能を有した画像診断システム及び画像
診断方法に係り、とくに、診断装置（モダリティ）として超音波診断装置を用いるときに
好適であって、かかる処理を分散して実行可能な画像診断システム及び画像診断方法に関
する。
【０００２】
【従来の技術】
現在、医用の診断装置（モダリティ）として、超音波診断装置、Ｘ線診断装置、Ｘ線ＣＴ
スキャナ、ＭＲＩ装置、核医学診断装置などの各種の診断装置が使用されている。この診
断装置にはそれぞれに独特の長所があるので、臨床の場では、これを活かすべく、各診断
装置の特性を考慮して用いられている。例えば超音波診断装置の場合には、超音波プロー
ブを体表に当てるだけの簡単な操作によって心臓の拍動や胎児の動きをリアルタイムに観
察できること、Ｘ線被爆の心配も無いことから何度も繰り返して検査できること、さらに
は、装置をベッドサイドに移動させて容易に検査できるといった特徴がある。
【０００３】
従来、診断装置として例えば超音波診断装置を用いる場合、操作者はプローブを患者の体
表に当ててスキャンすることで得られる断層像などの画像（以下、診断画像という）をリ
アルタイムにその場で観察することが大半であった。しかし、ここにきて、高度な画像処
理法や診断法が出現し、また、病院内ネットワークが構築・整備される等の事態に至り、
超音波診断装置から得た診断画像の取扱い方も大幅に多様化しつつある。
【０００４】
例えば、画像処理法や診断法に関して言えば、診断画像を得た後、この画像データをオフ
ライン（即ち、スキャン時のリアルタイムな画像表示状態から切り離した状態）で扱うも
ので、スキャンにより記憶してある画像データを用いて画像の輝度計測、面積計測、３次
元画像への再構築などの演算処理を施すことが挙げられる。一方、病院内ネットワークに
ついては、診断画像のデータを院内の他の場所に転送して、他の医師の診断に供したり、
電子カルテに添付する例が挙げられる。
【０００５】
上述のオフライン状態での演算処理は、その演算規模（演算負荷の大きさ）に応じて以下
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のように分類される。１つは、演算量が比較的小さい場合で、例えば断層像に基づいた距
離計測、腫瘍サイズの計測、ドプラ最大速度の計測などの演算処理に好適である。もう１
つは、比較的大規模な演算処理を必要とする場合である。このように演算量が大きくなる
と、画像データを一旦、ハードディスクに記憶させ、診断後（スキャン後）に、そのデー
タをオフラインで改めて読み出して処理することが多くなる。この範疇には、例えば、複
数の断層像のデータから３次元ボリューム像への再構成、この３次元ボリューム像を使っ
た距離、面積、体積などの高精度な計測、造影エコー法を用いた造影剤の流出入及び輝度
時間変化の解析、ストレスエコー法に基づく複数断面の同時表示・評価などの演算処理が
含まれる。
【０００６】
それでは、このオフラインでの演算処理が実際にどこで行なわれるかということに着目す
ると、ｉ）診断装置で行なわれる（患者は既にその場に居ないことが多い）、ｉｉ）診断
画像を処理するための専用コンピュータで行われる、更には、ｉｉｉ）医師の部屋或は自
宅などに置かれた汎用パソコンで行われる、等の態様が想定される。
【０００７】
したがって、従来では、医師などの操作者は、処理規模と処理場所とを適宜に勘案し、所
望の組み合わせで診断画像に対する演算処理を行なうようになっている。
【０００８】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、このように診断画像の演算処理が多様化しつつある中で、読影医師などの
操作者にとって、作業し易い環境には程遠いものがある。
【０００９】
第１に、診断画像を所望の計測や解析などの演算処理に付する場合、操作者は、その都度
、かかる演算処理のアプリケーション・ソフト（以下、診断アプリケーション（アプリ）
と呼ぶ）がいま扱おうとしているシステムに在るのか否か、在るとすればこのシステム内
のどこの装置（超音波診断装置などの診断装置か、又は、外部の装置か）を考えつつ、演
算規模の大小の観点から、かかる演算処理を診断装置内で実行すべきか、又は、外部の装
置で実行すべきかを判断しなければならない。
【００１０】
このため、所望の演算処理を行なおうとする度にそのような判断が要求されるので、処理
実行前の気遣いや準備に要する時間や作業が多くなり、これが非常に煩わしく、また使い
勝手の面でも難があるという指摘がなされている。
【００１１】
さらに、診断アプリケーションがインストールされている装置と、演算規模とが必ずしも
マッチしない場合もあるので、演算規模の点からは外部装置で処理したいが、その外部装
置には診断アプリケーションが無いという場合も起こり得る。このような場合、診断アプ
リケーションがインストールされている別の装置で無理を承知の演算処理実行を余儀なく
されることもある。このようなときには、演算速度が非常に遅くなったり、正確な演算結
果が得られないこともあり得る。
【００１２】
必要な場合には、診断アプリケーションをその場でインストールするといった作業も必要
になり、操作者にとって、使い勝手は落ちてしまう。
【００１３】
第２に、画像データを転送する作業の問題がある。上述の如く、演算処理を実行させる外
部の装置が首尾良く決まると、診断装置のメモリ装置に格納してある診断画像のデータを
その外部装置まで転送する手作業が逐一必要になる。
【００１４】
第３に、転送する画像データの情報量の問題がある。現状では、ネットワークを介して転
送される診断画像のデータは、ＲＦ信号に比べて情報量が少ないビデオ化された信号に拠
る画像データである。このため、転送された画像データから２次元及び３次元の画像再構
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成に係る演算処理を行なう場合、輝度やダイナミックレンジなどの変更の余地は非常に少
ないという現実がある。
【００１５】
第４に、診断アプリケーションの確保と記憶容量の兼ね合いの問題が指摘されている。
【００１６】
当然のことながら、外部装置（コンピュータ）に計測や解析などの演算処理を実行させる
には、その診断アプリケーションを事前に確保しておくことが必要である。
【００１７】
これには、演算処理を実行させる可能性がある外部装置に、使用予想の立つ全ての診断ア
プリケーションを予めインストールしておくことが一つの方法である。しかし、そのよう
なプリインストールは、メモリ規模及びコスト面等に鑑みると、あまりに大規模になり過
ぎ、殆ど実現困難である。
【００１８】
また、別な手法として、外部装置では無く、診断画像を得る各種の診断装置（超音波診断
装置などのモダリティ）に必要な全ての診断アプリケーションを予めインストールしてお
いて、必要なときに、それを切り分け先の外部装置に転送するという態様も考え得る。し
かし、この場合も、診断装置に大規模な演算プログラムを予めインストールすることであ
り、診断装置に膨大な記憶容量のハードディスク等を用意しなければならない。そのよう
なメモリ構成は、実際には殆ど実現困難である。さらに、この診断装置における記憶容量
の大形化は、診断装置がＸ－ＣＴ，ＭＲＩ装置などの比較的大形の装置である場合であっ
ても、スキャンや信号処理を担うソフトウエアが使用可能なメモリ領域が少なくなるので
、この点からも好ましくない。
【００１９】
とくに、診断装置が超音波診断装置の場合には、このメモリ容量の増加は大きな痛手とな
る。つまり、コスト的にも運用的にも極めて手軽である、という超音波診断装置本来のメ
リットが半減することになりかねない。
【００２０】
本発明は、以上のように、診断画像に対する計測や解析などの演算処理を既存の手法で実
行するときに生じる問題に鑑みてなされたもので、操作者（医師、読影医師、オペレータ
など）は処理場所、診断アプリケーションの有無、記憶容量などの条件を特別に意識する
ことなく、すなわち、従来の煩わしい気遣い無用の状態で、所望の演算処理を確実かつ迅
速に行なうことができる画像診断のシステム及び方法を提供することを、その基本的な目
的とする。
【００２１】
また、本発明は、上述した基本的な目的に加えて、演算処理のために診断画像のデータを
外部装置に転送するときには、その転送に関わるマニュアル操作を省略又は簡略化するこ
とができることを、別の目的とする。
【００２２】
さらに、本発明は、上述した基本的な目的に加えて、演算処理のために診断画像のデータ
を外部装置に転送するときには、外部装置における処理の高い自由度を確保できるように
することを、さらに別の目的とする。
【００２３】
さらに、本発明は、上述した基本的な目的に加えて、特定の機器の記憶容量を極端に上げ
る必要無く、システム全体としては必要な診断アプリケーションを確保することを、さら
に別の目的とする。
【００２４】
一方、本発明は、上述した各種の目的を、診断装置として超音波診断装置を用いたときに
も達成することができる画像診断のシステム及び方法を提供することを、別の目的とする
。
【００２５】
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さらに、本発明は、上述した各種の目的を達成可能な画像診断システムに、診断装置とし
て組み込まれた超音波診断装置を提供することを、さらに別の目的とする。
【００２６】
【課題を解決するための手段】
上述した種々の目的を達成するため、本発明の画像診断システム及び画像診断方法は、そ
の１つの態様によれば、診断画像に基づいて行なう計測や解析などの処理をその目的に応
じて、診断装置の内部で行なうべきか又は外部で行なうべきか、切り分ける機能と、切り
分けられた結果が「外部装置」となるときには、画像データや実行指令、或は必要に応じ
て診断アプリケーションなど、必要な情報やデータを外部装置に自動的に転送する機能と
を備える。
【００２７】
また、別の態様によれば、診断画像のデータをビデオ画像信号に生成する前の段階におけ
る受信信号を診断装置の外部の処理装置に転送し、診断装置で行なっていた演算処理をそ
の途中から引き継いでもらう機能を備える。この処理結果は再び、外部の処理結果から診
断装置に戻され、さらにその後の必要な処理が診断装置で行なわれる。これにより、所望
の処理を診断装置で途中まで実行し、その処理途中の信号（ビデオ化される前段階での信
号）を診断装置の外部の専用処理装置に委託することができる。したがって、外部の専用
処理装置における画像再構成などの演算処理の幅が大きく広がり、また演算処理の自由度
も高くなって、より高精度な画像の再構成及び画像解析が可能となる。
【００２８】
本発明の具体的な構成は、その１つの態様によれば、超音波信号を被検体に照射すること
で得られたエコー信号から前記被検体の診断画像を生成する超音波診断装置において、前
記エコー信号から前記診断画像を生成するまでに必要な処理及び当該診断画像に基づく演
算の処理の少なくとも一方を処理する処理手段と、前記少なくとも一方の処理をその内容
に応じて前記処理手段又はこの装置の外部の処理手段に分散させて実行させる分散実行手
段とを備えたことを特徴とする超音波診断装置として提供される。
【００２９】
更に別の態様によれば、超音波信号を被検体に照射することで得られたエコー信号から前
記被検体の診断画像を生成する超音波診断装置において、前記エコー信号をそのビデオ信
号に生成するための１つ以上の処理器を含む信号生成手段と、前記１つ以上の処理器にお
ける少なくとも１つの処理器の出力信号を、その後段の１つ以上の処理器の機能を代替す
る装置外部の処理器に通信手段を介して送る出力手段と、この装置外部の処理器で処理さ
れたデータを、通信手段を介して取り込む入力手段と、この入力手段により取り込まれた
データから前記診断画像を生成する画像生成手段と、を備えたことを特徴とする。
【００３０】
さらに別の態様では、超音波信号を被検体に照射することで得られたエコー信号から前記
被検体の診断画像を生成する複数の超音波診断装置と、この複数の超音波診断装置を通信
可能に相互接続したネットワークとを備えた画像診断システムであって、前記超音波診断
装置の各々は、前記診断画像を生成する前段階にて処理した前記エコー信号に関するデー
タ又は前記診断画像を用いて演算したデータを別の超音波診断装置に前記ネットワークを
介して送信可能な通信手段を備えたことを特徴とする画像診断システムが提供される。
【００３１】
さらに、別の態様として、超音波による診断方法は、超音波信号を被検体に照射すること
で得られた超音波信号のエコー信号から前記被検体の診断画像を生成する診断方法で、前
記エコー信号から前記診断画像を生成するまでに必要な処理及び当該診断画像に基づく演
算の処理の少なくとも一方をその内容に応じて当該装置の内部の処理手段又はこの装置の
外部の処理手段に分散させて実行させることを特徴とする。
【００３２】
また、別の態様によれば、被検体の診断画像を生成する診断装置と、前記診断画像に関す
る処理を実行可能な処理装置とをネットワークを介して相互に通信可能に接続した画像診
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断システムであって、前記処理に関わる情報を前記診断装置及び前記処理装置との間で前
記ネットワークを介して相互に伝達可能な通信手段を備えたことを特徴とする画像診断シ
ステムとして提供される。
【００３３】
さらに、本発明の別の態様に係る画像診断方法は、被検体の診断画像に関する信号を生成
する診断装置と通信手段を介して相互に通信可能に接続される前記診断画像に関する信号
の処理を実行可能な処理装置により行う画像診断方法であって、前記診断画像に関する信
号を前記診断装置から前記通信手段を介して受信し、受信した前記診断画像に関する信号
に前記処理を実行し、この実行により生成された情報を前記通信手段を介して前記診断装
置に送信することを特徴とする。
【００３４】
さらに別の態様によれば、とくに、前記診断画像に関する信号を前記診断装置から前記通
信手段を介して受信することにより前記処理の委託を受けるときに、前記処理に対して課
金することもできる。この場合、例えば、前記課金は、前記処理の内容に応じた従量制の
課金である。また、一例として、前記診断画像に関する信号は、その診断画像の表示に供
するビデオ信号に処理される前段階での信号である。
【００３５】
さらに本発明に拠る別の態様は、被検体の診断画像を生成する診断装置に対し通信手段を
介して画像診断用処理ソフトを配信するための画像診断用処理ソフト配信に関する課金方
法であって、前記診断装置からの前記画像診断用処理ソフトの配信の要求を受けて、前記
診断装置に前記通信手段を介して前記画像診断用処理ソフトを配信し、配信した前記画像
診断用処理ソフトの属性に応じて課金することを特徴とする。
【００３６】
その他の構成及び特徴は、以下に示す、発明の実施の形態の説明及び添付図面の記述によ
り明らかになる。
【００３７】
【発明の実施の形態】
以下、この発明の実施形態を図面に基づき説明する。
【００３８】
（第１の実施形態）
図１に、第１の実施形態に係る画像診断システムの概要構成を示す。
【００３９】
この画像診断システム１は、診断画像を得るために診断装置（モダリティ）として設けら
れた超音波診断装置２と、この超音波診断装置２に通信用のネットワーク３を介して接続
された第１、第２のインターフェース４，５と、この各インターフェース４，５に夫々接
続された専用ワークステーション（ＷＳ）６及び汎用コンピュータ（ＰＣ）７とを備える
。ネットワーク３は実際には、専用のデジタル通信回線であってもよいし、コンピュータ
ネットワーク（インターネット）であってもよい。
【００４０】
超音波診断装置２は、一例として、診断画像として、被検体のＢモード断層像及びＣＦＭ
（カラーフローマッピング）像を得るための機能を有する。この診断装置２は、具体的な
ハードウェア構成として、装置本体１１と、この装置本体１１に接続された超音波プロー
ブ１２と、及び操作パネル１３とを備える。
【００４１】
操作パネル１３は、ボタン、キーボード、トラックボール、マウス等を備えている。これ
らの操作デバイスは、操作者が患者情報、装置の制御条件、所望の画質条件、ＲＯＩ（関
心領域）などの計測や解析に必要な情報等を入力又は設定するために使用される。
【００４２】
超音波プローブ１２は、被検体との間で照射・反射される超音波信号の送受信を担うデバ
イスであり、電気／機械可逆的変換素子としての圧電セラミックなどの圧電振動子を有す
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る。好適な一例として、複数の圧電振動子がアレイ状に配列されてプローブ先端に装備さ
れ、フェーズドアレイタイプのプローブ１２が構成されている。これにより、プローブ１
２は装置本体１１から与えられるパルス駆動電圧を超音波パルス信号に変換して被検体の
スキャン領域内の所望方向に送信する一方で、被検体から反射してきた超音波エコー信号
をこれに対応する電圧のエコー信号に変換する。
【００４３】
具体的には、装置本体１１は、プローブ１２に接続された送信器２１及び受信器２２、こ
の受信器２２の出力側に置かれたレシーバ２３、ＢモードＤＳＣ（デジタル・スキャン・
コンバータ）２４、データ合成器２５（カラーコーディング回路を搭載する）、及び表示
器２６をこの順に備える。
【００４４】
また、レシーバ２３及びＤＳＣ２４に併設されるドプラ処理器２７が設けられている。
【００４５】
このドプラ処理器２７及びＢモードＤＳＣ２４にはイメージメモリ２８が接続されている
。このイメージメモリ２８には更に、メモリ／ハードディスク２９が接続されている。こ
のメモリ／ハードディスク２９の記憶データには、アプリ（アプリケーション）用演算器
３０が関与するようになっている。
【００４６】
一方、操作パネル１３が出力する操作信号は、装置本体１１内のコントローラ３１に送ら
れる。このコントローラ３１は、その一つの機能として、操作信号を受け、その操作信号
で指示された各種の条件やパラメータに応じた送受信、画質条件などの制御を必要な装置
部位に対して行なう。
【００４７】
このコントローラ３１にはまた、インターフェース回路３２が接続されている。このため
、コントローラ３１は、上述とは別の機能として、操作信号により画像データの外部装置
との転送制御が指示されたときには、この転送制御を行なう。画像データの転送ルートに
対する診断装置側の送受元として、受信器２２、レシーバ２３、ＢモードＤＳＣ２４、ド
プラ処理器２７、データ合成器２５があり、これらの回路やユニットと外部装置との間の
データ転送がインターフェース回路３２により取捨選択され、制御される。
【００４８】
上述の各構成要素について、その構成及び動作を説明する。
【００４９】
送信器２１は、図示しないが、パルス発生器、送信遅延回路、およびパルサを有する。パ
ルス発生器は一定のパルス繰返し周波数（ＰＲＦ：ｐｕｌｓｅ　ｒｅｐｅｔｉｔｉｏｎ　
ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ）に拠るレートパルスを発生する。このレートパルスは、送信チャン
ネル数分に分配されて送信遅延回路に送られる。送信遅延回路には、遅延時間を決めるタ
イミング信号がコントローラ３１から送信チャンネル毎に供給されるようになっている。
これにより、送信遅延回路はレートパルスに指令遅延時間をチャンネル毎に付与する。
【００５０】
遅延時間が付与されたレートパルスは送信チャンネル毎にパルサに供給される。このパル
サには、例えばスイッチング回路のオン・オフにより矩形パルスを生成する比較的、構成
の簡単な回路から、リニアアンプに代表される任意波形発生器まで任意の構成のものを使
用できる。パルサは、レートパルスを受けたタイミングでプローブ１２の圧電振動子（送
信チャンネル）毎に電圧パルスを与える。
これにより、超音波信号がプローブ１２から放射される。超音波プローブ１２から送信さ
れた超音波信号は被検体内でビーム状に集束されかつ送信指向性が指令されたスキャン方
向に設定される。
【００５１】
被検体内に送信された超音波パルス信号は、その音響インピーダンスの不連続面で反射さ
れる。この反射超音波信号には、組織内の散乱体によって散乱された成分や、コントラス
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トエコー法実施時には造影剤で散乱した成分も含まれる。反射超音波信号は再びプローブ
１２で受信され、対応する電圧量のエコー信号に変換される。このエコー信号はプローブ
１２から受信チャンネル毎に受信器２２に取り込まれる。
【００５２】
受信器２２も図示しないが、その入力側から順に、プリアンプ、Ａ／Ｄ変換器、受信遅延
回路、及び加算器を備える。プリアンプ、Ａ／Ｄ変換器、及び受信遅延回路はそれぞれ、
受信チャンネル数分の回路を内蔵しており、デジタルタイプの受信器に形成されている。
受信遅延回路の遅延時間は、所望の受信指向性に合わせて遅延時間パターンの信号として
コントローラ３１から与えられる。このため、エコー信号は、受信チャンネル毎に、プリ
アンプで増幅され、Ａ／Ｄ変換器でデジタル信号に変換され、さらに受信遅延回路により
遅延時間が与えられた後、加算器で相互に加算される。この加算により、所望の受信指向
性に応じた方向からの反射成分が強調される。送信指向性と受信指向性の性能を総合する
ことにより、送受信の超音波ビームの総合的な性能が得られる。
【００５３】
上述のエコー信号の受信処理において、加算前のエコー信号の系列数は受信チャンネル数
に相当する分だけ在るが、加算後のそれは１系列にまとめられる。この１本の信号系列が
、後段で生成される診断画像を成す１本の走査線（ラスタ）に相当する。１枚の診断画像
には、多数の、例えば１００本の走査線が必要になる。この加算後の信号系列はＲＦ（ｒ
ａｄｉｏ　ｆｒｅｑｕｅｎｃｙ）信号と呼ばれる。
【００５４】
図１に示す如く、受信器２２の図示しない加算器の出力端は、レシーバ２３及びドプラ処
理器２７に接続されている。
【００５５】
このレシーバ２３は、図示しないが、加算器により加算されたデジタル量のエコー信号を
受ける包絡線検波器を備え、この出力側に、ゲイン補正回路、デジタルフィルタ（エコー
フィルタとも呼ばれる）、信号強度演算器、及び対数圧縮器をこの順に備える。対数圧縮
器の出力端は前述したＢモードＤＳＣ２４に至る。
【００５６】
この結果、エコー信号は包絡線検波器により包絡線検波されてベースバンドのエコー信号
に変換され、さらにゲイン補正回路により深さ方向の減衰に対するゲイン補正がなされる
。このゲイン調整されたエコー信号は、デジタルフィルタにより種々のフィルタリングを
受ける。このエコーフィルタは、深さ方向の減衰に因って崩れたエコー信号の波形を揃え
る、いわゆるデジタルイメージオプティマイザ（ＤＩＯ）としてのフィルタとして、又は
、ハーモニックイメージング法を実施する場合の、超音波パルス信号の送信周波数の例え
ば２倍の高調波成分のみを通過させる高域通過型エコーフィルタとして機能するようにな
っている。このデジタルフィルタによって、診断画像の描画性が殆ど決定されると言える
。
【００５７】
エコーフィルタにより種々のフィルタリングを受けたエコー信号は、信号強度が演算され
、更に対数圧縮器により対数圧縮（対数増幅）されて、信号強度を輝度表現可能な各走査
線方向の画像データとしてＢモードＤＳＣ２４に送られる。
【００５８】
このＤＳＣ２４に送られた走査線方向の画像データはスムージングなどのポスト処理に付
された後、ビデオフォーマットのＢモード画像データにスキャン変換される。このＢモー
ドの画像データはデータ合成器２５に送られる。
【００５９】
一方、このＤＳＣ２４により、診断中に殆どリアルタイムに発生する、フォーマット変換
前の超音波スキャンに係る画像データ及びフォーマット変換後のビデオフォーマットの画
像データの内の少なくとも一方が、例えば複数フレーム分、イメージメモリ２８に記憶さ
れる。
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【００６０】
一方、ドプラ処理器２７は図示しないが、ドプラ法に基づいて、ドプラ計測及びカラーフ
ローマッピング（ＣＦＭ：カラードプラ断層法）を行なうための回路を備えている。具体
的には、実部及び虚部から成る複素数データを出力する周知の直交位相検波器、ＦＦＴ（
高速フーリエ変換）演算器、及びＭＴＩ（ｍｏｖｉｎｇ　ｔａｒｇｅｔ　ｉｎｄｉｃａｔ
ｉｏｎ）演算器を備えている。
【００６１】
さらに、イメージメモリ２８には図示しないリードライト制御回路が備えられ、これによ
り、スキャン（診断）時に両者で処理されるＢモード断層像及びＣＦＭ像（カラー血流分
布像）の画像データが所定複数フレーム分、格納できるとともに、そのデータをスキャン
後に読出し可能になっている。このイメージメモリ２８に記憶された画像データは、スキ
ャン後（つまり、リアルタイムな診断後）に操作者が読み出して表示などに再利用可能で
あり、例えば複数フレーム分の読出し画像データを動画再生に供することができる。
【００６２】
イメージメモリ２８のデータはメモリ／ハードディスク２９により読込可能になっている
。このメモリ／ハードディスク２９に格納された診断画像のデータは、アプリ（アプリケ
ーション）用演算器３０により読出し及び書込み可能になっている。
【００６３】
このアプリ用演算器３０は、ＣＰＵ及びメモリを有し、メモリには演算負荷が比較的少な
い「小規模」な診断アプリケーションが少なくとも１種類、予めインストールされている
。このため、ＣＰＵはメモリ内の診断アプリケーションを読み出して実行することができ
る。この実行により、メモリ／ハードディスク２９の画像データを元にした解析や計測な
どの演算処理が行なわれる。
【００６４】
一方、データ合成器２５は、これに送られてくるＢモード像の画像データ、ＣＦＭモード
像の画像データ、定量解析や計測の結果を表すグラフ及び／又は数値などデータ、更には
、画像を補佐するデータとしての文字、目盛などのデータ及び／又はグラフィックデータ
を受け、コントローラ３１から指令される、画像と重ねる又は並べるなどの適宜な表示態
様の画像データに合成する。
【００６５】
このようにして合成された最終の画像データは表示器２７に送られる。表示器２７では、
画像データは、内蔵されたＤ／Ａ変換器でアナログ量に変換され、ＴＶモニタなどの画面
に被検体の組織性状の像及び／又は解析や計測の結果を含む画像として表示される。この
画像においては、必要に応じて所望部位及び／又はデータにカラーが付与される。
【００６６】
一方、コントローラ３１は、ＣＰＵ及びメモリを備えたコンピュータ装置であり、予めプ
ログラムされている手順にしたがって、装置全体の動作を制御する。
この制御動作には、操作者が操作パネル１３を介して指令した診断モード、送受信条件、
表示態様、送信器２１に対する送信制御（送信タイミング、送信遅延など）、受信器２２
に対する受信制御（受信遅延など）、及び演算処理の分散指令（どの回路の出力信号を選
択するかを示す指令、及び、その出力信号をどの外部装置に転送するかを示す指令）が含
まれる。
【００６７】
このため、コントローラ３１から演算処理の分散指令を受けたインターフェース回路３２
は、超音波受信器２２、レシーバ２３、ＢモードＤＳＣ２４、データ合成器２５、及びド
プラ処理器２７の出力信号を選択的に直接、取得することができる。なお、ＢモードＤＳ
Ｃ２４及び／又はデータ合成器２５の出力信号は、イメージメモリ２８の記憶データに相
当する。
【００６８】
このインターフェース回路３２は、外部のネットワーク３に接続されており、選択して信
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号を例えばＴＣＰ／ＩＰなどの通信プロトコルに基づきネットワーク３上に転送すること
ができる。
【００６９】
このネットワーク３には、別のインターフェースインターフェース４，５が接続されてお
り、前述した超音波診断装置２内のインターフェース回路３２との間で、ネットワーク３
を介して所定の通信プロトコルの元に通信可能になっている。
【００７０】
このため、操作者が指令する演算処理の分散指令の中の宛先アドレスに応じて、超音波診
断装置２から転送されてきたデータが専用ワークステーション６（専用コンピュータ）又
は汎用コンピュータ７に送られる。また、必要に応じて、専用ワークステーション６又は
汎用コンピュータ７のデータはそれらのインターフェース回路４又は５を介して超音波診
断装置２に転送できる。さらに、インターフェース回路４及び５によって、専用ワークス
テーション６及び汎用コンピュータ７においてもネットワーク３を介して双方向のデータ
送受信が可能になっている。
【００７１】
続いて、本実施形態の作用効果を説明する。
【００７２】
最初に、この画像診断システムにおける個別動作を説明する。
【００７３】
（１．診断画像の取得動作）
最初に、診断装置（モダリティ）としての超音波診断装置における画像取得に関わる診断
（スキャン）動作を説明する。
【００７４】
プローブ１２を被検体の体表に当ててスキャンを開始すると、送信器２１の駆動によりプ
ローブ１２から超音波パルスが体内に送信される。この送信に応じて、被検体内の組織な
どで散乱した超音波エコーはプローブ１２で受信され、その振動子で電気的なエコー信号
に変換される。このエコー信号はプローブ１２からチャンネル毎に受信器２２に送られる
。そして、受信器２２により、それまでのチャンネル毎のエコー信号が整相加算（ビーム
フォーカス）され、収束されたエコー信号に形成される。このエコー信号はレシーバ２３
及びドプラ処理器に供給される。
【００７５】
このエコー信号はＢモード処理系を成すレシーバ２３により処理されて、ビデオ信号とし
て出力されるとともに、ＢモードＤＳＣ２４によりポスト処理及びフォーマット変換され
て、Ｂモード画像データとしてデータ合成器２５に送られる。一方、エコー信号はドプラ
処理器２７にも送られ、この処理器によってドプラスペクトラム情報及びＣＦＭ像（カラ
ー血流像）のデータが生成される。これらの情報及び画像データはデータ合成器２５に送
られる。
【００７６】
このデータ合成器２５では、例えば、Ｂモード断層像にＣＦＭ像が重畳され、この重畳像
とドプラスペクトルの画像とを並列に配した画像データが形成される。この画像データに
は、必要に応じて、アノテーションやグラフィックデータが重畳される。この画像データ
は表示器２７に送られ、ほぼリアルタイムに表示される。
【００７７】
このリアルタイムなスキャンに並行して、イメージメモリ２８にはＢモードＤＳＣ２４及
びドプラ処理器２７の少なくとも一方の出力データが所定複数フレーム分、格納される。
【００７８】
（２．信号の転送ルートの種別）
いま、この画像診断システムの具体的な展開例として、診断装置としての超音波診断装置
２は病院内の他の診断装置８と共に診察室に存在し、専用ワークステーション６は中央制
御室に単独で存在し、さらに、汎用コンピュータ７は他の汎用コンピュータ９と共に医師
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の研究室に存在し、図２に模式的に示す如く、ネットワーク３を介して接続されていると
する（なお、図２ではインターフェース回路などの図示は省略している）。
【００７９】
この展開例において、それぞれ任意の１つの診断装置２及び汎用コンピュータ７の使用を
想定すると、その診断装置２、専用ワークステーション６、及び汎用コンピュータ７の間
には、３通りの信号の転送ルートＡ～Ｃができる。１つ目は、診断装置２と専用ワークス
テーション６との間の信号転送ルートＡ、２つ目は、専用ワークステーション６と汎用コ
ンピュータ７との間の信号転送ルートＢ、３つ目は、汎用コンピュータ７と診断装置２と
の間の信号転送ルートＣである。
この転送ルートを介して、診断画像のデータ、診断画像を生成するためのエコーデータ、
診断アプリケーションの実行指令などが双方向に送受信される。
【００８０】
このネットワーク上で、複数台の診断装置を起動したり、複数台の汎用コンピュータを起
動する場合、その分、上述した転送ルートが増える。
【００８１】
なお、診断画像を取得するときには、操作者はプローブ１２を使って超音波スキャンを実
行させる必要があるため、超音波診断装置２を直接操作することになる。その一方、本画
像診断システムでは、診断画像データの取得後、つまりスキャン後にオフラインで診断ア
プリケーションを起動する場合、必ずしも超音波診断装置２を操作する必要は無い。後述
する如く、専用アプリケーション６又は汎用コンピュータ７から、かかる起動を指令する
ことができ、操作上でも非常にフレキシブルなシステムを形成している。
【００８２】
（３．画像診断の全体動作：診断画像の取得からその演算処理のプロセス）
次に、上述した診断画像取得及び転送ルートの動作を踏まえた上で、超音波診断装置２を
含む本画像診断システム全体の動作を説明する。
【００８３】
いま、診断アプリケーションの起動は診断装置、すなわち超音波診断装置２から指令する
ものとする。このときの全体動作の概要を図３～５に示す。
【００８４】
（３．１．部分的外部委託処理モードによる診断画像の生成）
超音波診断装置２において、コントローラ３１は操作パネル１３から各種の指令及び情報
が含まれた操作信号を読み込む（図３、ステップＳ１）。次いで、この操作信号中の診断
画像データの生成処理に関わる操作信号から「部分的外部委託処理」が指令されているか
否かを判断する（ステップＳ２）。
【００８５】
この「部分的外部委託処理」モードは、外部装置に診断画像データの生成処理の一部を委
託するというモードである。例えば、いま設けているレシーバ２３におけるデータ生成処
理に関して、そのハードウェアの能力を超えた処理を外部のより能力の高い装置に委託す
ることが挙げられる。レシーバ２３では実現できない機能のデジタルフィルタの構成や、
種々の新しい信号処理法をソフトウエア的に処理したいときに好適である。例えば３次元
ボリュームデータ再構成処理やサブトラクション処理が挙げられる。
【００８６】
このため、ステップＳ２で「部分的外部委託処理」モードが指令されていると判断された
ときには、図４に示す処理に移行する。すなわち、インターフェース回路３２は、「部分
的外部委託処理」に付すべき回路の信号及びその転送先を、コントローラ３１からの情報
に基づき特定する（ステップＳ３）。これにより特定された回路の信号はインターフェー
ス回路３２及びネットワーク３を介して所望の相手先に転送される（ステップＳ４）。こ
の転送の際、かかるネットワーク環境における転送先の唯一の識別情報が、例えばヘッダ
やフッタとして転送データに付される。
【００８７】
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例えば、特定された回路がレシーバであるならば、その入力信号となる超音波受信器２２
が出力するデジタル量のエコー信号がインターフェース回路３２により選択され、ネット
ワーク３を介して、例えば相手方のインターフェース回路１４に転送される。このときの
転送ルートは図２に示したルートＡとなる。これにより、受信器２２からのエコー信号は
レシーバ２３の他に、外部の専用ワークステーション１４に送られる。
【００８８】
このとき、このエコー信号はレシーバ２３にも入力するので、そのまま前述した如く、レ
シーバＢモードＤＳＣ２４及びデータ合成器２５と順に処理され、表示器２６にＢモード
断層像又はＣＦＭ像として通常に表示される。この通常表示の画像は、診断画像データを
取得する上でモニタ画像としても機能するので、有効である。
【００８９】
このように受信器２２が出力したエコー信号を受けた専用ワークステーション６は、レシ
ーバ２３の代替プロセッサとして、エコー信号を少なくとも検波、ゲイン補正、フィルタ
リング、及び対数圧縮処理に処する（ステップＳ５）。この処理は、前述した如く、超音
波診断装置２側のレシーバ２３の機能よりもグレードの高い処理を少なくとも一部に含む
レシーバ処理をソフトウエア的に実行することでなされる。
【００９０】
このように専用ワークステーション６によりレシーバ処理がなされると、その処理結果の
データは再びインターフェース回路４、ネットワーク３、及びインターフェース回路３２
を介して、レシーバ２３の出力部に戻される（ステップＳ６）。この戻された処理データ
は次いで、ＢモードＤＳＣ２４及びデータ合成器２５を介して表示器２６に送られ、あた
かも超音波診断装置２が自前で処理したかの如く、Ｂモード断層像又はＣＦＭ像の背景像
として表示される（ステップＳ７）。
【００９１】
なお、ステップＳ５及びステップＳ６の処理はリアルタイムな診断時の処理として実行さ
れることが望ましいが、オフライン処理であってもよい。
【００９２】
したがって、この部分的外部委託処理の構成を採用することで、本システムのハードウエ
ア上の制約を超えて、信号生成処理に関し、高い機能を有する外部の専用ワークステーシ
ョンの助力を自動的に得ることができる。つまり、外部の専用ワークステーションのソフ
トウエア処理に拠る、より高機能及び／又は新規の信号生成機能をエコー信号に施した、
描出能が高くＳＮ比の良い高精細は診断画像を得ることができる。
【００９３】
例えば、この外部委託処理の一つの例として、信号差分を行なうサブトラクション処理が
ある。また別の例として、３次元ボリューム再構築がある。この再構築処理の場合、超音
波診断装置内の回路を使用せず、外部の専用ワークステーションで再構築処理を行なう方
が、画像診断システム全体の効率は良くなる。この場合、イメージメモリ２８内の画像デ
ータ（輝度画像として、それ以上の処理を施す余地の少ない、ほぼ完成したデータ）を使
用するよりも、この画像データよりは前段階で生加工の、より情報量の多い（ＲＦ信号と
同等の情報量を有する）、受信器３３又はレシーバ２３の出力信号を専用ワークステーシ
ョン６に転送する方が望ましい。これにより、専用ワークステーション６において実行さ
れる各種の処理の自由度は、イメージメモリ２８内の画像データを扱うよりも高くなり、
結果として、より描出能が高く高画質の３次元ボリューム再構築を行なうことができる。
【００９４】
さらに、上述した部分的外部委託処理は、この処理機能のみを、後述する各種の処理とは
別個に、単独で備えた診断装置を含む画像診断システムを構成してもよい。
【００９５】
（３．２．診断アプリケーションを選択する時期に応じた演算処理）
図３に戻って、コントローラ３１は、読み込んだ操作信号の中から診断アプリケーション
の選択時期に関わる信号に基づき、診断アプリケーションを選択する時期が「診断前」か
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、又は、「診断後」であるかを判断する（ステップＳ８）。
この判断が「診断前」であるときには、図５に示す処理が順次行なわれる。
【００９６】
（３．２．１．診断アプリケーションの選択時期が「診断前」のとき）
具体的には、コントローラ３１は、操作パネル１３上のボタン操作によって生じる、診断
アプリケーションの選択信号を読み込み、その診断アプリケーションの種類を判別する（
ステップＳ９，Ｓ１０）。これにより、診断前、すなわちスキャン前に所望種類の診断ア
プリケーション（すなわち、所望の演算処理）が決まる。
【００９７】
次いで、コントローラ３１は、決まった診断アプリケーションの規模、すなわち演算負荷
が予め設定した量以下である、「小規模」であるか否か、更に、その診断アプリケーショ
ンが超音波診断装置２のアプリ用演算器３０にインストールされているか否かを判断する
（ステップＳ１１）。この判断の結果、「小規模」且つ「インストール済み」である場合
、コントローラ３１は送受信及び信号処理の各部位に、スキャン及びリアルタイムな画像
表示を指令する（ステップＳ１２）。この結果、表示器２６にはＢモード断層像、ＣＦＭ
モード像などの画像が、超音波スキャンに合わせてほぼリアルタイムに表示される。この
スキャン及び表示に伴って、前述した如く、Ｂモード像及び／又はＣＦＭモード像の画像
データがイメージメモリ２８に所定フレーム数分、記憶される。この画像データは更に、
イメージメモリ２８からメモリ／ハードディスク２９に送られて記憶される。
【００９８】
操作パネル１３には、演算処理の実行開始指令用の開始ボタンが用意されている。そこで
、コントローラ３１は、開始ボタンが押されたか否かを判断しながら待機し、この開始ボ
タンが押されたときにはアプリ用演算器３０に演算処理の開始、すなわち、選択した診断
アプリケーションの実行開始の指令を、診断アプリケーションの種類の指定情報と共に送
る（ステップＳ１３）。
【００９９】
アプリ用演算器３０では、この指令に応答したＣＰＵによって、そのメモリに予めインス
トールされている診断アプリケーションの中から所望のアプリケーションのプログラムが
ワークエリアに読み出され、起動される。この後、かかるＣＰＵは、プログラムに沿って
、メモリ／ハードディスク２９に格納されている画像データを読み出し、所望種類の演算
処理を実行する（ステップＳ１４）。この演算結果に係るデータはデータ合成器２５を介
して表示器２６に送られ、表示される（ステップＳ１５）。
【０１００】
一方、ステップＳ１１における判断がＮＯ、即ち「大規模」又は「非インストール」な診
断アプリケーションである場合、ステップＳ１６～Ｓ１９の処理が実行される。
【０１０１】
具体的には、前述したステップＳ１２と同様にリアルタイムなスキャン及び画像表示が指
令されて、これに応じたＢモード及び／又はＣＦＭモードの画像データがイメージメモリ
２８に記憶される。この画像データは同時に、ＢモードＤＳＣ２４及びインターフェース
回路３２を介してネットワーク３上に送出され、さらに、このネットワーク３を通って、
ネット上のインターフェース回路４から専用ワークステーション６に転送される（ステッ
プＳ１６）。この転送は、図２に示す転送ルートＡにより行なわれる。
【０１０２】
次いで、コントローラ３１はステップＳ１３のときと同様に、演算処理の開始指令ボタン
が操作されたときに、かかる開始指令をインターフェース回路３２、ネットワーク３、及
びネット上のインターフェース回路４を介して（転送ルートＡ）専用ワークステーション
６に、診断アプリケーションの種類の指定情報と共に、転送する（ステップＳ１７）。
【０１０３】
これに応じて、専用ワークステーション４では、そのＣＰＵによって、メモリに予めイン
ストールされている複数の大規模な診断アプリケーションの中から指定アプリケーション
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がそのワークエリアに読み出され、起動される。これにより、指定した診断アプリケーシ
ョンが実行され、既に送られている画像データに所望種類の演算処理を付す（ステップＳ
１８）。この処理結果は、ネット上のインターフェース回路４、ネットワーク３、及び診
断装置内のインターフェース回路３２から成る転送ルートＡを介してデータ合成器２５に
送り返され、診断画像のデータがあたかも超音波診断装置２内で処理されたかの如く、表
示器２６に表示される（ステップＳ１９）。
【０１０４】
このように、診断時（スキャン時）に得られる診断画像に各種の解析、計測、画像再構築
などの演算処理を施す場合において、第１に、システム内部では、指定された演算処理の
種類又は規模（即ち診断アプリケーションの種類又は規模）及び診断装置にインストール
済みか否かに応じて自動的に演算処理（即ち診断アプリケーション）の実行場所（診断ア
プリケーションの格納場所に相当）が診断装置内外に切り分けられる（即ち分散される）
。
【０１０５】
このため、操作者は所望の演算処理、すなわち必要な診断アプリケーションが超音波診断
装置２内に確保されているかどうか、記憶容量が足りるかどうかといった心配をする必要
は一切無く、自分が欲する演算処理をダイレクトに実行させ、その表示器２６又は付随し
た出力手段に処理結果を自動的に得ることができる。
【０１０６】
つまり、操作者が望んでいる演算処理の規模が大規模なものであっても、かかる演算処理
の機能があたかも最初から超音波診断装置２に備わっているかの如く、画像データが処理
される。演算規模の大小によって、操作内容が異なることは無く、操作者は常に同一の操
作を行なうことで済むし、実際には外部に画像データや指令情報を転送している場合でも
、そのようなことは一切意識する必要は無く、転送も自動的に行なわれる。したがって、
操作者にとって操作上の能率が良く、また操作上の煩わしさから解放され、使い勝手も著
しく優れたものになる。
【０１０７】
第２に、このように分散形の演算処理法を採用することで、大規模な演算量の診断アプリ
ケーションを超音波診断装置２内に持つ必要が無くなる。そのような診断アプリケーショ
ンは専用ワークステーション６に確保しておいて、これを自在に利用すれば足りる。この
ため、超音波診断装置２のアプリ用演算器３０には小規模な診断アプリケーションのみを
インストールしておけば済むので、演算器３０、すなわち診断装置２に必要なメモリの記
憶容量の増大を確実に抑えることができる。
【０１０８】
この記憶容量の抑制は、特に、小形で安価かつ手軽な使用を利点とする超音波診断装置に
とって非常に威力を発揮し、超音波診断装置に特有のそれらのメリットを損なうことなく
、演算処理の規模の大小にも対処することができる。
【０１０９】
第３に、このシステム構成によれば、１つの専用ワークステーションに複数の診断装置を
接続するようにすれば、高速大容量の診断アプリケーションを全ての診断装置で使用可能
にもなる。
【０１１０】
第４に、このシステム構成によれば、超音波診断装置２におけるイメージメモリ２８の記
憶容量を超える大量の画像やエコーデータを必要とする演算処理には、その画像やエコー
データを予め、高速で且つ大容量のワークステーションに転送しておくことができる。
【０１１１】
（３．２．２．診断アプリケーションの選択時期が「診断後」のとき）
図３に戻って、コントローラ３１は、診断アプリケーションの選択時期が「診断後」の場
合、ステップＳ２０以降の処理を順次実行する。
【０１１２】
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つまり、かかる診断アプリケーションの選択前に、前述したステップＳ１２，Ｓ１６と同
様に、超音波スキャン及びそのリアルタイムな表示を診断装置２内の各部位に指令する（
ステップＳ２０）。これにより、前述と同様に画像データがイメージメモリ２８に記憶さ
れる。
【０１１３】
次いで、コントローラ３１は、操作者が操作可能な、操作パネル１３上のアプリケーショ
ン選択ボタンからの信号（アプリ選択信号）を読み込み、この信号から診断アプリケーシ
ョンの種類を判別する（ステップＳ２１、Ｓ２２）。これにより、診断後、すなわちスキ
ャン後に、所望の種類の診断アプリケーション（すなわち、所望の演算処理）が決まる。
【０１１４】
次いで、コントローラ３１は、このように決まった診断アプリケーションの演算量に基づ
く演算規模が「小規模」であるか否か、更に、その診断アプリケーションが超音波診断装
置２のアプリ用演算器３０にインストールされているか否かを判断する（ステップＳ２３
）。
【０１１５】
この判断がＹＥＳ、すなわち「小規模」且つ「インストール済み」である場合、メモリ／
ハードディスク２９はイメージメモリ２８内の画像データを読み込み（ステップＳ２４）
、この読込みに応答して、アプリ用演算器３０は前述と同様に、指定された診断アプリケ
ーションを起動させて、画像データの演算処理を実行する（ステップＳ２５）。この処理
結果のデータはデータ合成器２５を介して表示器２６に送られ、適宜な態様で表示される
（ステップＳ２６）。
【０１１６】
一方、ステップＳ２３の判断において、ＮＯ、すなわち「大規模」又は「非インストール
」である旨の決定が下された場合、前述した如く、コントローラ３１の指令に応答したイ
ンターフェース回路３２によって、決定された診断アプリケーションを指定する情報と共
に、イメージメモリ２８内の画像データはＢモードＤＳＣ２４、インターフェース回路３
２、ネットワーク３、及びネット上のインターフェース回路４（転送ルートＡ）を介して
専用ワークステーション６に転送される（ステップＳ２７）。
【０１１７】
この転送が完了すると、専用ワークステーション６は、自前のメモリ内にインストールさ
れている複数の診断アプリケーションの中から、指定された診断アプリケーションを起動
させ、その手順に沿って、転送されてきた画像データに演算処理を施す（ステップＳ２８
）。この処理結果は、転送ルートＡを通して診断装置２内のデータ表示器２３に戻され、
表示器２６に適宜な態様で表示される（ステップＳ２９）。
【０１１８】
このように処理される、「診断後」に診断アプリケーションを選択する場合であっても、
かかる診断アプリケーション（演算処理）の装置外内への切り分け（分散）に因って、診
断アプリケーションのインストールの有無、インストール場所等に対する操作者の格別の
意識や注意力を必要としない使い勝手の良さ、これに伴う操作効率の良さ、メモリ装置の
記憶容量の抑制など、前述した「診断前」のときと同等の作用効果を得ることができる。
【０１１９】
なお、「診断前」及び「診断後」のおける演算処理の中で、専用ワークステーション６が
診断アプリケーションを行なっている間に、その演算処理の途中経過を表す各種の情報を
診断装置２に表示させるようにしてもよい。また、所定のネットワークプロトコルの元に
、専用ワークステーション６と診断装置２との間の入出力制御を、例えば診断装置側から
対話的に行なうようにしてもよい。
【０１２０】
また、上述した診断アプリケーションの実行開始指令（ステップＳ１３，Ｓ１７）及び診
断アプリケーションの種類選択（ステップＳ９、Ｓ２１）は、操作パネル１３上のボタン
やスイッチのみならず、コントローラ２１とのコンピュータ機能に依って表示器２６に表
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示されるボタン、ウィンドウ、メニュー項目を操作パネル１３のマウスなどでクリックす
ることにより、指令するように構成してもよい。
【０１２１】
さらに、上述した実施形態においては、演算規模、すなわち演算量の大小に応じて演算処
理先を装置の内外に分散させる構成としたが（図３、ステップＳ２３，図５、ステップＳ
１１）、この演算処理の内容を判断する基準として、演算量よりも又は演算量と共に、演
算速度を考慮して分散先を判断するようにしてもよい。例えば、診断時にほぼリアルタイ
ムに処理されることが必要な場合、装置内部のユニットで処理するように分散先を制御さ
せる。
【０１２２】
さらに、本実施形態にあっては、図２に示す如く、ネットワーク３にデータベース１０を
接続し、このデータベースに、診断する患者の氏名等の患者情報、日時、スキャン部位、
過去の診断情報など、様々な必要情報を記録しておくようにしてもよい。診断装置２，８
、汎用コンピュータ７，９、及び専用ワークステーション６は必要に応じて、診断する患
者の情報を検査ＩＤ番号などをキーにしてデータベース１０から取り込む手段を有する。
これにより、各装置に記憶させる情報を少なくすることができるとともに、一元管理する
ことができる。
【０１２３】
（第１の実施形態の変形例）
前述した第１の実施形態に係る変形例を図６、７に基づき説明する。これらの変形例は、
診断アプリケーションを画像診断システム内のどこから操作するかの態様に関する。
【０１２４】
前述した第１の実施形態に係る画像診断システムでは、操作者が診断アプリケーションの
実行を診断装置２から指令（操作）したが、本発明では、必ずしもこれに限定されない。
例えば、操作者は、かかる実行指令（操作）を図１に示すネット上の汎用コンピュータ７
から行なってもよいし、専用ワークステーション６から行なってもよい。
【０１２５】
図６には、そのような実行指令を操作者が診断装置外部の遠隔地に在る汎用コンピュータ
７から行なう場合の、指令情報及びデータの転送処理を中心にその概要フローを示す。
【０１２６】
これを説明すると、操作者は汎用コンピュータ（汎用ＰＣ）７を操作し、表示メニューに
したがって、予め設定してある複数種の診断アプリケーションの中から所望の診断アプリ
ケーションを起動させる。具体的には、コンピュータ内部のＣＰＵは、操作信号を読み込
み、この操作信号から所望の診断アプリケーションを判別する（ステップＳ３１，Ｓ３２
）。
【０１２７】
この起動に伴う診断アプリケーションの実行指令は、前述した転送ルートＣで示す如く、
目的とする診断画像のデータを格納している診断装置２に転送される（ステップＳ３３）
。
【０１２８】
この指令を受けた診断装置２は、指定された診断アプリケーションの演算規模の大小、及
び、インストール済みか否かを判断する（ステップＳ３４，Ｓ３５）。
【０１２９】
この結果、診断アプリケーションの演算規模が小さく且つ診断装置２内にインストール済
みである場合、前述の如く、その診断装置２は自分に格納されている診断画像のデータを
用いて診断アプリケーションを実行する（ステップＳ３６）。演算された処理結果は、転
送ルートＣを介して外部の汎用コンピュータ７に返され、そのモニタに表示される（ステ
ップＳ３７）。
【０１３０】
上述の判断において、診断アプリケーションの演算規模が大きいか又は診断装置２内にイ



(19) JP 4574785 B2 2010.11.4

10

20

30

40

50

ンストールされていない場合、診断装置２は、その診断アプリケーションの実行指令と必
要な診断画像のデータとを前述した転送ルートＡを介して外部の専用ワークステーション
６に転送する（ステップＳ３８）。これにより、専用ワークステーション６により、指定
された診断アプリケーションが実行され、所望の演算処理がなされる（ステップＳ３９）
。この処理結果は、前述した転送ルートＢを通って汎用コンピュータ７に渡される（ステ
ップＳ４０）。
【０１３１】
このように診断装置２からは物理的に遠い場所、例えば医師の自宅に在る汎用コンピュー
タ７から所望の診断アプリケーションを自在に実行させることができ、その処理結果を自
分の汎用コンピュータ７に得ることができる。これにより、操作者はこの画像診断システ
ム内であれば、操作場所を制限されること無く、その操作端末にあたかも診断アプリケー
ション及び診断画像データが既に確保されているかの如く、それらの確保・非確保に気を
使うこと無く、解析、計測などの処理を行なうことができる。したがって、操作能率が向
上し、使い勝手にも優れたシステムを提供できる。
【０１３２】
なお、この変形例において、専用ワークステーションで実行させる必要の無い程度の診断
アプリケーションについは、上述の診断装置２に代えて、汎用コンピュータ７に実行させ
ることもできる。この場合には、転送ルートＣを介して、診断装置２から汎用コンピュー
タ７に診断画像データのみを転送すればよい。
【０１３３】
図７には、操作者が診断装置外部の専用ワークステーション６から直接に実行指令を行な
う場合の、指令情報及びデータの転送処理を中心にその概要フローを示す。
【０１３４】
一般的に、専用ワークステーションにおいて、そのモニタ及びキーボードなどを用いて診
断アプリケーションを実行させることは、その高速演算性を担保する点から好ましくはな
い。通常、専用ワークステーションが直接に使用されるのは、その保守管理などのときで
ある。
【０１３５】
しかしながら、システム上の特別の事情がある場合、機能的には、この専用ワークステー
ション６から診断アプリケーションの実行を指令することもできる。
【０１３６】
具体的には、汎用コンピュータ７のときと同様に、専用ワークステーション６にて所望の
診断アプリケーションの実行を指令する（ステップＳ４１、Ｓ４２）。この実行指令の情
報は転送ルートＡを介して、目的の診断装置２に転送される（ステップＳ４３）。
【０１３７】
この実行指令を受けた診断装置２は、前述と同様に、演算規模及びインストール済みか否
かに応じて、処理実行先を切り分ける（分散する）（ステップＳ４５、Ｓ４７）。
【０１３８】
この切り分けの結果、演算規模小且つインストール済みのときには、診断装置２により前
述の如く診断アプリケーションの実行による演算処理が行なわれ、その処理結果は転送ル
ートＡを介して専用ワークステーション６に戻される（ステップＳ４６、Ｓ４７）。
【０１３９】
これに対し、上述の切り分け結果が演算規模大又はインストールされていないとなるとき
には、実行指令及び診断画像データが転送ルートＡ又はＣを介して再度、専用ワークステ
ーションに、又は、新たに汎用コンピュータ７に転送される（ステップＳ４８）。これに
より、専用ワークステーション６又は汎用コンピュータ７により所望の診断アプリケーシ
ョンが実行される（ステップＳ４９）。この実行に伴う所望演算処理の結果は専用ワーク
ステーション６内にてそのまま表示されるか、又は、転送ルートＢを介して汎用コンピュ
ータ７から専用ワークステーション６に戻される（ステップＳ５０）。
【０１４０】
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このように、何らかの事情がある場合、専用ワークステーション６から診断アプリケーシ
ョンの実行開始の操作をすることが可能である。これにより、操作上の自由度は高くなる
。
【０１４１】
なお、別の変形例として、診断アプリケーション自体を、より効率的に実行可能なコンピ
ュータ又は装置に転送可能に構成してもよい。上述してきた実施形態及びその変形例では
、実行指令及び診断画像データを自在に転送するシステムを示したが、これに加え、診断
アプリケーション自体を転送可能にするものである。一例として、汎用コンピュータ７か
ら診断アプリケーションを起動させる場合を想定する。この場合、診断画像データを有し
ている診断装置２が、別のスキャン（診断）又は演算処理に既に使用されており、且つ、
汎用コンピュータ７にその診断アプリケーションが確保されていないときには、診断装置
２の判断によって、例えばタイムシェアリング方式に基づき、保有する診断画像データ及
び診断アプリケーションの両方を転送ルートＣを介して汎用コンピュータ７に転送すると
いう構成が提供される。この転送に拠って、診断装置２が既に使用中であっても、その装
置１があたかも稼動していないかの如く、演算処理上の融通性の高い画像診断システムと
なる。
【０１４２】
（第２の実施形態）
本発明に係る第２の実施形態を図８に基づき説明する。この実施形態は、ある診断装置に
おける診断画像の生成処理の一部を外部の別の診断装置に委託する構成を有する。この構
成は、前述した実施形態における「部分的外部委託処理」モードとは、委託先が診断装置
である点が異なる。
【０１４３】
図８に示す画像診断システムは、診断装置としての超音波診断装置８及び１２がネットワ
ーク３を介して、相互にデータ通信が可能に接続されている。この２台の超音波診断装置
８，１２は共に同種の機能を有し、ここではＢモード像の生成機能のみを図示している。
【０１４４】
一方の超音波診断装置２は前述した図２のものと同一である（但し、ＣＦＭモード像の生
成機能の図示は省略している）。もう一方の超音波診断装置８は、超音波プローブ１０１
と装置本体１０２を有する。装置本体１０２は、超音波受信器１０３、レシーバ１０４、
ＢモードＤＳＣ１０５、データ合成器１０６、表示器１０７、及びインターフェース回路
１１０を備え、それらのユニットは前述の装置２のものと同様に構成される（（但し、Ｃ
ＦＭモード像の生成機能の図示は省略している）。
【０１４５】
一方の超音波診断装置２において、インターフェース回路３２は、受信器２２の出力、レ
シーバ２３の出力、ＢモードＤＳＣ２４の処理データ、及びデータ合成器の処理データを
ネットワーク３を介してもう一方の超音波診断装置８に転送可能になっている。これは、
もう一方の超音波診断装置８についても同様で、そのインターフェース回路３は各部のデ
ータをネットワーク３を介して一方の装置２に転送可能になっている。
【０１４６】
このため、一例として、一方の超音波診断装置２における受信器２２の出力データ（エコ
ーデータ）は、インターフェース回路３２によりネットワーク３上に転送される。このデ
ータは、転送ルートＭを介して、もう一方の超音波診断装置８のインターフェース回路１
１０により受信され、もう一方の装置側の受信器１０３の出力部（即ち、レシーバ１０４
の入力部）に送られる。
【０１４７】
これにより、送られてきたエコーデータは、引き続きレシーバ１０４によって包絡線検波
、エコーフィルタ処理、ゲイン補正などの処理に付される。
【０１４８】
この処理データは、転送ルートＮで示す如く、インターフェース回路１１０により、ネッ
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トワーク３を介して元の診断装置２に送られ、さらに、そのインターフェース回路３２を
介してＢモードＤＳＣ２４に、元のレシーバ２３の出力データとして送られる。これによ
り、元の診断装置２は、そのデータをあたかも最初から自前で処理したかの如くデータ合
成器２５に処理させ、表示器２６に表示させる。
【０１４９】
したがって、この実施形態によれば、以下に例示する如く、従来には無い有効な効果を奏
することができる。
【０１５０】
第１の態様として、ある診断装置にのみ特殊な機能を有する処理回路が在る場合がある。
例えば、新規な機能のデジタルフィルタ（エコーフィルタ）、画像重畳処理、３次元再構
築処理などがこれに該当する。これらの機能を具備する診断装置は、通常、病院内の特定
の診断室にあることが多い。このようなときに、被検者を特定診断室に移動させることな
く、その特定診断室に在る診断装置の高機能な処理回路のみを部分的に使うことができる
。これにより、その高機能な処理を反映させた、描出能の高い画像を、被検者を動かさず
に自動的に得ることができる。
【０１５１】
このように、比較的特殊な診断アプリケーションに対して、方々の診断装置からアクセス
してその診断アプリケーションを実行することができる。したがって、様々な高機能の演
算処理を有する診断装置をむやみに増やす必要も無くなり、画像シーケンス全体として、
その構築及び運用に関するコストを抑制することができる。
【０１５２】
第２の態様は、メインテナンス又は故障箇所の探索に関する。例えば、ある診断装置又は
その画像が不調となり、故障箇所（回路基板）を特定できない場合に、別の正常に作動し
ている診断装置の例えばレシーバにその信号処理を委ねる。
これにより、画像が正常になれば、その診断装置の故障箇所はレシーバである可能性が非
常に高くなる。画像が改善しないときは、委ねる処理部位を順送りにシフトさせることで
、故障箇所の確率の最も高い箇所（回路基板）を探すことができる。
【０１５３】
ゆえに、メインテナンスや修理箇所を突き止めるために、サービスマンが種々の回路基板
を差し替えてチェックしなければならないといった、煩わしい作業を省力化できる。操作
者が探索した画像情報をサービスマンにそのまま伝えるだけで、故障箇所を最終的に確定
でき、迅速に修理を終えることが可能になる。
【０１５４】
とくに、ネットワークを利用して病院外の遠隔地、例えばサービスセンタなどにデータ転
送することで、不良な回路基板をチェックすることができるメリットは大きい。サービス
センタに居ながら修理箇所を突き止めることができるので、サービスマンが現場に持参す
べき回路基板を予め特定でき、より迅速で低コストの修理サービスを提供できるようにな
る。
【０１５５】
（第３の実施形態）
本発明の第３の実施形態を図９に基づき説明する。この実施形態は、診断アプリケーショ
ンの課金機能に関する。
【０１５６】
図９に示す画像診断システムは、前述した図２に記載のものと同等の構成に加え、専用ワ
ークステーション６に課金システム６Ａを備える。
【０１５７】
この専用ワークステーション６は、診断装置２，８及び汎用コンピュータ７，９に格納す
る診断アプリケーションよりも演算規模が大きいアプリケーションを予め記憶している。
そして、外部装置２，８，７，９からダウンロードの要請がオンラインであった場合、希
望の診断アプリケーションをネットワーク３を介して外部装置に転送可能になっている。
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【０１５８】
課金システム６Ａは、例えばソフトウエア処理として構成される。このシステム６Ａは、
診断アプリケーションのダウンロードの状況を、その頻度や時間をカウントすると共に、
そのカウント量、診断アプリケーションの種類などに応じて課金額を計算する。この課金
額に基づいて、管理者は書類やオンラインでその診断アプリケーションの使用料を徴収す
る。これにより、オンラインで接続された診断装置や汎用コンピュータをクライアントと
し、専用ワークステーションをサーバとした、診断アプリケーションのレンタル業が可能
になる。
【０１５９】
（第４の実施形態）
本発明の第４の実施形態を図１０に基づき説明する。この実施形態は、診断画像のデータ
生成処理に対する課金機能に関する。
【０１６０】
図１０に示す画像診断システムのうち、専用ワークステーション６は例えばデータ処理セ
ンタＳＴに設置され、データ処理業者の管理下にある。このワークステーション６は前述
したと同様に、診断装置２，８及び汎用コンピュータ７，９にネットワーク３を介して接
続されている。これにより、前述した各実施形態の如く、専用ワークステーション６は診
断装置又は汎用コンピュータから委託された、所望の診断アプリケーションによる演算処
理（解析、計測など）、又は、診断画像データへの生成処理（Ｂモード像生成、ＣＦＭモ
ード像生成など）を実行して、その処理結果を診断装置又は汎用コンピュータに送り返す
ことができる。
【０１６１】
専用ワークステーション６には、更に、それらの処理に対する課金額を計算する課金シス
テム６Ｂがソフトウエア的に構築されている。課金システム６Ｂは例えば処理時間に応じ
て従量制で課金額を計算する。勿論、定額性で課金するようにしてもよい。
【０１６２】
例えば診断装置２からデータ処理センタＳＴの専用ワークステーション６にエコーデータ
をＲＦ信号のまま転送し、その後の画像データまでの処理を委託する。専用ワークステー
ション６では、診断装置２よりも高機能のデータ生成処理を施して診断画像を生成する。
この画像データは再びオンラインで診断装置２に戻され、その表示器に表示される。デー
タ処理センタＳＴでは、このときの処理に対して課金が行なわれる。これにより、データ
処理業が成立する。
【０１６３】
上述した各実施形態は単なる例示であって、本発明の範囲を限定することを意図するもの
ではない。本発明の範囲は特許請求の範囲の記載に基づいて決まるもので、本発明の要旨
を逸脱しない範囲において様々な態様のものを実施することができる。例えば、診断装置
は超音波診断装置に限られず、Ｘ－ＣＴ、ＭＲＩ装置などであってもよい。
【０１６４】
【発明の効果】
以上説明したように、本発明によれば、診断画像を生成するまでに必要な処理及び当該診
断画像に基づく演算の処理の少なくとも一方の処理をその内容に応じて診断装置の処理手
段又はこの装置の外部の処理手段に分散させて実行させるので、操作者は処理場所、診断
アプリケーションの有無、記憶容量などの条件を特別に意識することなく、すなわち、従
来の煩わしい気遣い無用の状態で、どの遠隔の場所（ワークステーション、コンピュータ
の位置）からでも、所望の処理を確実かつ迅速に行なうことができる。
【０１６５】
とくに、診断装置として超音波診断装置を採用したときには、この装置固有の小形で軽量
、しかも製造コストが比較的安価であるという特質を損なうことなく、描出能の優れた診
断画像や、精度の高い解析、計測、及び再構成データを提供するシステムを構築すること
ができる。
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【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の第１の実施形態に係る、超音波診断装置を診断装置として組み込んだ画
像診断システムの概略ブロック図。
【図２】この画像診断システムにおける演算処理の実行指令及び診断画像データの転送ル
ートを説明する図。
【図３】この画像診断システムにより実行される、信号処理の部分的外部委託及び演算処
理（診断アプリケーション）に対する装置内外への切り分け（分散）の手順を説明する概
略フローチャート。
【図４】図３の手順の一部を成す部分的フローチャート。
【図５】図３の手順の他の一部を成す部分的フローチャート。
【図６】診断アプリケーションを汎用コンピュータから操作するときの手順の概略を説明
するフローチャート。
【図７】診断アプリケーションを専用ワークステーションから操作するときの手順の概略
を説明するフローチャート。
【図８】第２の実施形態に係る画像診断システムのブロック図。
【図９】第３の実施形態に係る、データ処理に対する課金機能を備えた画像診断システム
のブロック図。
【図１０】第４の実施形態に係る、データ処理に対する課金機能を備えた画像診断システ
ムのブロック図。
【符号の説明】
１　画像診断システム
２、８　超音波診断装置（診断装置、モダリティ）
３　ネットワーク
４，５　インターフェース回路
６　専用ワークステーション
６Ａ，６Ｂ　課金システム
７、９　汎用コンピュータ
１１　装置本体
１２　超音波プローブ
２２　受信器
２３　レシーバ
２４　ＢモードＤＳＣ
２５　データ合成器
２６　表示器
２７　ドプラ処理器
２８　イメージメモリ
２９　メモリ／ハードディスク
３０　アプリ用演算器
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要解决的问题：积极快速地执行与诊断图像相关的请求处理，而无需操作员特别注意诸如处理场所，诊断应用程序和存储容量等条
件。解决方案：该图像诊断系统1设置有超声波检查仪2，用于根据回波信号生成对象的诊断图像。超声波检查仪2具有处理装置23-
25,27-30，其执行从回波信号形成诊断图像所需的信号处理中的至少一个，以及使用诊断图像进行分析，测量和重新组合的算术处
理，以及分发。执行装置13,31,32,3-7，用于根据内容将至少一个处理分配到超声波检查器2外部的内部处理装置或处理装置以执行
它。
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